令和７年度　斑鳩町入札参加資格審査申請受付基準
　令和７年度入札参加資格審査申請の受付にあたり、下記のとおり基準を定める。

下記条件の全てを満たすことを必要とする。

[建設工事]

１．　登録しようとする企業が現に企業活動をしていること。

※営業所に委任する場合、その営業所が現に企業活動をしていること。

　２．　法人については、法人税・消費税・都道府県税・町税（法人町民税については、申告納付されていること。）について、滞納がないこと。

個人については、所得税・消費税・都道府県税・町税について、滞納がないこと。

３．　建設業法第３条の規定による建設業の許可を受けていること。
　　　※営業所に委任する場合は、その営業所が建設業法上の営業所であり、かつ、入札参加を希望する業種すべてについて許可を受けていること。　　

　４．　適正な技術者を有すること。

　５．　入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者でないこと。

　６．　健康保険法第４８条、厚生年金保険法第２７条及び雇用保険法第７条の規定による届出の義務を履行していること。（届出義務がない者を除く。）
７．　建設業退職金共済事業に加入していること。なお、それと同様の制度等も認めるものとする。

[測量・建設コンサルタント等]

１．　登録しようとする企業が現に企業活動をしていること。

※営業所に委任する場合、その営業所が現に企業活動をしていること。

　２．　法人については、法人税・消費税・都道府県税・町税（法人町民税については、申告納付されていること。）について、滞納がないこと。

個人については、所得税・消費税・都道府県税・町税について、滞納がないこと。
３．　建設業法に基づく登録許可を受けていること。

　　　※営業所に委託する場合は、その営業所が各登録規定等に基づく登録営業所であること。

　４．　適正な技術者を有すること。

　５．　入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者でないこと。

[物品製造等・委託業務]

　１．　登録しようとする企業が現に企業活動をしていること。
※営業所に委任する場合、その営業所が現に企業活動をしていること。

　２．　法人については、法人税・消費税・都道府県税・町税（法人町民税については、申告納付されていること。）について、滞納がないこと。

個人については、所得税・消費税・都道府県税・町税について、滞納がないこと。

　３．　業法に基づき必要な資格を有すること。（資格を必要としない業種はこの限りでない。）

　４．　入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者でないこと。
